
申請から奨励金交付まで 

申請者・グループ  市 

●エントリー（5/25～6/10） 

・応募フォーム（CMS）により応募 

●添付書類の送付 

・活動実績 

（専用メールに送付） 

●本申請の提出 

（第 1号様式 押印して郵送） 

 身分証明書、口座番号の写し等添付 

6～8 月【動画制作】 

※事業の変更・中止がある場合は 

第 3号様式で申請 

●動画・実施報告書の提出   

（動画はデータ提出、 

第 4号様式・押印して郵送） 

●受付確認メールを送付 

6 月中 対象事業の選定 

【申請内容の確認】 

【有識者会議からの意見聴取】 

●選定された応募者への通知 

＋本申請の様式送付（メール） 

 （第 1号様式） 

●採択事業の決定・通知 

（第 2号様式・郵送） 

 7～9 月 

【動画・事業報告書の確認】 

【YouTube への掲載】 

●奨励金額の確定・通知 

 （第 5号様式・郵送） 

●奨励金交付 

（申請者代表の口座へ振込） 


